
 

 

 

   

 
 

気づき、考え、実践する生徒の育成 

～お互いを高めあう活動を通して～ 
 

校長 中根 隆弘 
 

新しい生活様式での学校再開以来、早いもので 5か月が経ちました。以前の日常であれば、月に一

度の全校集会にて校長からのメッセージを発信する機会がありましたが、まだまだそれが叶わない状

況です。そうしたことを鑑み、今回の「たいさんぼく」では、生徒の皆さんへのメッセージを含め書

いてみました。 

 さて、表題に示す何やら見慣れない言葉・・・。これは、本校における今年度の学校研究テーマで

す。学校教育目標具現化のために今年度の努力目標として設定したものであり、教職員は、常日頃よ

りこのことを踏まえて、授業をはじめとする様々な教育活動に当たっています。 

 では、どうやってこのテーマが設定されたのか・・・？ 昨年度末に教職員全員で話し合う場をも

ちました。そして、戸塚西中学校生徒の‘強み’と‘課題’について意見交換を行いながら、教職員

一人一人の思いや考えを盛り込み表題のテーマにまとめました。 

 その場では、実にたくさんの本校生徒の‘強み’が出されました。「目標達成のために努力してい

る」「授業を大事にしている」「人の話をしっかり聞くことができる」「読書好きな生徒が多い」「時と

場に応じた行動がとれる」「素直で思いやりがある」・・・などなど、本校の教職員は、こんなふうに

生徒の皆さんの素晴らしさを評価しています。 

 一方では、「こんなに素晴らしいところがあるのだから、さらに‘自主性’を育てたいですね。」「自

ら気づいて、考えて、そして行動できる、そのような面を伸ばしていきたいですね。」「本校は、生徒

数が多いので人との関わりが希薄になりがち・・・、なので生徒間の交流を充実させたいですね。」

といった今後に向けた‘課題’も出されました。 

 さあ、ここから生徒の皆さんへ、フォロワーシップを大いに期待したメッセージを発します。 

・・・『誰に向けた発言なのかを意識しましょう！』・・・ 

現在、校長・教頭の３人で授業訪問を計画し、各クラスの授業の様子を参観しております。まだ半

数程度ではありますが、どのクラスも授業への取組が本当に素晴らしい。先ほどの‘強み’でもあっ

た通り、常にひたむきに取り組む皆さんの姿には感動さえ覚えます。 

 一方で、授業を見る視点として私たちが押さえているのは、これまで述べてきた学校研究テーマで

す。このテーマ達成に向けて「現在の生徒の状況はどうなのか？」を把握するための授業訪問でもあ

るわけです。そこで、どのクラスにも共通して感じたことがあります。それは「発言する時の声の大

きさがさらに意識できるとよい！」ということです。なぜなら、このテーマ達成に向けて欠くことの

できないものが『生徒の発信力』だからです。 

 いいですか生徒の皆さん、発言する際は、誰に向けた発言なのかを意識してみましょう。こうする

ことにより、それに合った声の大きさが意識できますね。発言を聞いている人たちは、しっかりとそ

の内容を聞き取り理解することを意識してみてください。こうした生徒の皆さんのフォロワーシップ

により、より一層授業が活性化し、より一層授業が楽しくなるはずです。そして学校研究テーマにあ

る「～お互いを高めあう活動を通して～」にも直結していきます。 

 以上のメッセージ、しっかりとキャッチしてもらえたらとても嬉しく思います。是非、この後の授

業から実践してみてください。 

～花と緑と心ふれあう学び舎～ 

 住所:川口市西立野 1000 

 TEL:048-298-0088 FAX:048-298-0093 

 さわやか相談室  TEL:048-298-0426 
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～12 月の主な行事予定～ 

12月 2日（水）実力テスト②（3年） 

テスト時制 

12月 7日（月）学年会 

12月 11日（金）専門委員会 

12月 14日（月）学校保健委員会 

12月 21日（月）校内研修 

12月 22日（火）期末短縮 4h 

12月 23日（水）期末短縮 4h 

学年集会 大掃除 給食最終日 

12月 24日（木）終業式 記録通知書配布 

12月 25日（金）冬季休業日～1月 7日 

12月 29日（火）年末年始休日 

12月 30日（水）年末年始休日 

12月 31日（木）年末年始休日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～11 月の行事予定～ 

日 曜 日程・行事 日 曜 日程・行事 

1 日 彩の国教育の日 彩の国教育週間～7 日 16 月 3 年・9 組三者面談 

2 月 職員会議 17 火 3 年・9 組三者面談 

3 火 文化の日 18 水 委員長委嘱状交付式 

4 水   19 木 3 年期末テスト①（テスト時制） 

5 木   20 金 3 年期末テスト②（テスト時制） 

6 金   21 土   

7 土  22 日   

8 日   23 月 勤労感謝の日 

9 月 学校訪問 24 火   

10 火 3 年・9 組三者面談 25 水   

11 水 専門委員会 3 年・9 組三者面談 26 木 12 年期末テスト①（テスト時制） 

12 木 3 年・9 組三者面談 27 金 12 年期末テスト②（テスト時制） 

13 金 3 年・9 組三者面談 28 土  

14 土 県民の日 29 日   

15 日   30 月 職員会議 

11月は「いじめ撲滅強調月間」です 

 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵 

害であり、決して許されることではありません。埼玉県は、11月を「いじめ撲滅強調月 

間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。 いじめを受けていたり、 

いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。  

相談窓口等 

○ よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター）（毎日 24時間）  

18歳以下の子供用（無料）＃7300（なやみゼロゼロ）又は 0120－86－3192（ハローさいのくに） 

保護者用  048－556－0874（こころおはなし） 

Eメール相談 soudan@spec.ed.jp  FAX相談 0120－81－3192（ハイさいのくに） 

※Eメール、FAX相談の受信確認及び返信は、平日の 9時から 17時の時間帯に行っています。  

  お問い合わせ  

  埼玉県県民生活部青少年課  

  TEL 048-830-2907 


